
１．国家戦略特区制度の⽬標の⼀部変更
経済のグローバル化・デジタル化等の経済社会情勢の変化や、新型コロナウイルス感染症の拡⼤への対応
の必要性等を踏まえて、国家戦略特区制度の⽬標を以下のように変更（※下線部は新規追加）

①経済成⻑を促進し、加速化するための「岩盤規制」の改⾰
・ 幅広い分野における「デジタルトランスフォーメーション」の推進
・ ⾼度で⾰新的な「近未来技術」を実装するための規制改⾰の推進
・ 新型コロナウイルス感染症に対応した「新たな⽣活様式」を実現するための規制改⾰の推進
・ 地⽅創⽣に寄与する「第⼀次産業」や「観光」分野等の改⾰
・ 幅広い分野における「外国⼈材」の受⼊れ促進
・ 公共施設等運営権⽅式の活⽤等による「インバウンド」の推進
・ 幅広い分野における「シェアリングエコノミー」の推進
・ 幅広い分野における事業主体間の「イコールフッティング」の実現
・ 特にグローバル・新規企業等における「多様な働き⽅」の推進

②新たな国家戦略特区制度の積極的な活⽤
・ スーパーシティ構想の実現
・ 地域限定型規制のサンドボックス制度の活⽤
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２．スーパーシティに関する事項（新規追加）
①スーパーシティ区域の指定基準
（ⅰ）複数分野の先端的サービスの提供（概ね５分野以上を⽬安）
（ⅱ）広範かつ⼤胆な規制・制度改⾰の提案と、先端的サービス等の事業の実現に向けた地⽅公共団

体、⺠間事業者等の強いコミットメント
（ⅲ）構想全体を企画する者である「アーキテクト」の存在
（ⅳ）地⽅公共団体の公募による必要な能⼒を有する主要な事業者候補の選定
（ⅴ）地⽅公共団体による区域指定応募前の住⺠等の意向の把握
（ⅵ）データ連携基盤の互換性確保及び安全管理基準適合性
（ⅶ）住⺠等の個⼈情報の適切な取扱い
②基本構想に関する住⺠等の意向の反映・確認
・ 基本構想の作成に当たっての住⺠等の意向の反映
区域会議が、協議会、区域に係る議会の議決、区域の住⺠の投票その他から、適切な⽅法を選択

・ 基本構想の内閣総理⼤⾂への提出前の住⺠等の意向の確認
区域会議が、住⺠を対象とした投票によってその意向を確認することを基本としつつ、必要に応じ、追加
的な意向確認の⼿続きを実施

③スーパーシティの実現に向けた⽀援措置
・ スーパーシティにおける先端的サービスの開発・インフラ整備等に、関係府省庁の事業を集中投資
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